
 
資料４ 

第３次男女共同参画基本計画（抜粋） 

平成２２年１２月１７日閣議決定 

第９分野  女性に対するあらゆる暴力の根絶 

〈基本的考え方〉 

 女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、その回

復を図ることは国の責務であるとともに、男女共同参画社会を形成していく上で克

服すべき重要な課題である。 
特に、インターネットや携帯電話の普及により、女性に対する暴力は多様化して

きており、 こうした課題に対しては、新たな視点から迅速かつ効果的に対応して

いくことが求められる。 また、子ども、高齢者、障害者、外国人等はそれぞれ異な

る背景事情や影響を有していることから、これらの被害者の支援に当たっては

様々な困難を伴うものであることにも十分配慮し、暴力の形態や被害者の属性等

に応じてきめ細かく対応することが不可欠となっている。 
こうした状況を踏まえ、女性に対する暴力を根絶するため、社会的認識の徹底等

根絶のための基盤整備を行うとともに、配偶者からの暴力、性犯罪等、暴力の形

態に応じた幅広い取組を総合的に推進する。 
３  性犯罪への対策の推進 

施策の基本的方向 

性犯罪被害者が、被害を訴えることを躊躇せずに必要な相談を受けられるよ

うな相談体制及び被害申告の有無に関わらず被害者の心身回復のための被害直

後及び中長期の支援が受けられる体制を整備するとともに、被害者のプライバシー

の保護及び二次的被害の防止について万全を期する。        
近親者等親密な関係にある者や指導的立場にある者による性犯罪等の発生を防

止するための取組を強化するとともに、関係法令の見直し、効果的な再犯防止策等に

ついて検討する。 

具体的施策 担当府省 

ア  性犯罪への厳正な対処等 
① 関係諸規定の厳正な運用と適正かつ強力な捜査の推進 
・女性に対する性犯罪への対処のため、平成 16 年の刑法改正の趣旨も踏

まえ、関係諸規定を厳正に運用し、適正かつ強力な性犯罪捜査を推進すると

ともに、適切な科刑の実現に努める。さらに、強姦罪の見直し（非親告罪化、

性交同意年齢の引上げ、構成要件の見直し等）など性犯罪に関する罰則の在

り方を検討する。 

 
 
警察庁、法務省 

  （以下、省略） 

 
＊ 第３次男女共同参画基本計画の「第１部 基本的な方針」の「４．第３次基本計画の構 

成」において，「平成３２年までを見通した長期的な政策の方向性と平成２７年度末まで

に実施する具体的施策をそれぞれ「施策の基本的方向」と「具体的施策」において記述し

ている。」とされている。 


